
厚生労働省無災害記録樹立 

 

滋賀労働局 労働基準部 健康安全課 

 

 労使が協力して労働災害の予防に努め、無災害記録を樹立した下記事業場

に対し、無災害記録証授与内規（昭和２７年１０月１８日付労働省基発第７

３２号の２）に基づき、無災害記録証を授与しました。 

 

記 

 

    １ 事 業 場 名  東レ株式会社 滋賀事業場 

    ２ 事業の種類  化学繊維製造業 

    ３ 記録の種類  第３種無災害記録 １５８０万時間 

    ４ 無災害期間  平成２５年 ３月 １日 起算 

             平成２９年１０月２０日 樹立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東レ株式会社滋賀事業場の安全衛生活動（一例） 

・ 複数の安全管理者による相互現場査察 

・ 類似災害検討による自部署危険箇所への安全対策の水平展開実施 

・ 回転体、刃物、フォークリフト、墜落等の危険作業、箇所に対するリスク

評価の継続的な見直し 

・ 職場巡視時、作業者等との対話励行 

・ 月例会、始業、終業ミーティングの充実 

・ 事業場全体で取組むべき「安全の基本」を月別テーマとした「基本キッチ

リ運動」の実施 

・ 各層別の安全教育の実施（管理者安全教育、掛長層安全教育 等） 

・ 疑似体験装置による危険体感教育 


